
  

平成 １６年 ３月期  個別中間財務諸表の概要        平成１５年１１月２１日 
上 場 会 社 名        藤倉ゴム工業株式会社                     上場取引所 東 2 部 
コ ー ド 番 号         ５１２１                                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.fujikurarubber.com  ） 
代  表  者 役職名 取締役社長    氏名 及川  達 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 中  光好  ＴＥＬ (03)3490－2111 
決算取締役会開催日 平成１５年１１月２１日          中間配当制度の有無            有 
中間配当支払開始日 平成１５年１２月１０日          単元株制度採用の有無            有(１単元 1,000 株)  
 
１． １５年９月中間期の業績(平成１５年 ４月 １日～平成１５年 ９月３０日) 
(1) 経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

15 年 9 月中間期 
14 年 9 月中間期 

10,864   13.9 
       9,536   9.4 

609   45.6 
              419  130.7 

677  60.4 
              422   77.7 

15 年 3 月期            19,962               932               985 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

15 年 9 月中間期 
14 年 9 月中間期 

531△50.7 
            1,077    － 

22   63 
45   93 

15 年 3 月期               982 41   24 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 15年9 月中間期23,442,955株14年9月中間期23,445,112株15年3月期23,444,831株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)配当状況 
 １株当たり 

中間配当金 
１株当たり 
年間配当金 

(注)15 年 9 月中間期配当金の内訳 
  記念配当   0 円 00 銭 

 円   銭 円   銭 

15 年 9 月中間期 
14 年 9 月中間期 

4  00 
3  00 

――――― 
――――― 

  特別配当   0 円 00 銭 

15 年 3 月期 ―――――              8  00  
 
(3)財政状態 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

15 年 9 月中間期 
14 年 9 月中間期 

20,370 
19,948 

10,477 
10,039 

51.4 
50.3 

446  95 
428  19 

15 年 3 月期 19,831 9,878 49.8 420  70 
 (注)①期末発行済株式数 15年9月中間期23,441,162株 14年9月中間期23,445,008 株 15年3月期23,443,679株 
   ②期末自己株式数  15年9月中間期       5,047株 14年9月中間期       1,201株 15年3月期       2,530 株 
 
２．16 年 3 月期の業績予想(平成１５年 ４月 １日～平成１６年 ３月３１日) 

１株当たり年間配当金  売 上 高     経常利益 当期純利益 
期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 

通   期 21,500 1,100 950 4 00 8 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)40 円 52 銭 

 
※ 業績予想の利用又は業績予想の開示形式に関する注意文言等の記載欄 
１．記載金額は百万円未満を四捨五入して表示してあります。 
２．上記の業績予想は現時点で想定できる情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ 
  って異なる可能性があります。 

  なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料 4ページを参照してください。 



１　個別中間財務諸表等

①　中間貸借対照表

(単位:百万円)

前事業年度 前事業年度

       科目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 要約貸借対照表
       科目

前中間会計期間末 当中間会計期間末 要約貸借対照表

平成14年9月30日 平成15年9月30日 平成15年3月31日 平成14年9月30日 平成15年9月30日 平成15年3月31日

Ⅰ  流 動 資 産 10,998 11,816 11,501 Ⅰ  流 動 負 債 6,611 6,632 6,709

現 金 及 び 預 金 998 1,254 993 支 払 手 形 1,414 1,604 1,602

受 取 手 形 3,291 3,348 3,477 買 掛 金 1,058 1,221 1,156

売 掛 金 3,542 4,059 3,975 短 期 借 入 金 3,113 2,184 2,790

た な 卸 資 産 1,471 1,650 1,492 未 払 法 人 税 等 184 389 79

短 期 貸 付 金 1,357 1,105 1,111 賞 与 引 当 金 242 247 248

繰 延 税 金 資 産 103 150 101 設備関係支払手形 265 358 496

そ の 他 240 254 356 そ の 他 335 629 338

貸 倒 引 当 金 △ 4 △ 4 △ 4

Ⅱ  固 定 負 債 3,298 3,261 3,244

退 職 給 付 引 当 金 3,223 3,152 3,150

Ⅱ  固 定 資 産 8,950 8,554 8,330 役員退職慰労引当金 75 109 94

有形固定資産 6,208 5,231 5,292 9,909 9,893 9,953

建 物 1,183 1,094 1,123

機 械 及 び 装 置 2,086 2,036 2,077

土 地 2,495 1,698 1,698

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 444 403 394 Ⅰ  資  本  金 3,804 3,804 3,804

Ⅱ  資 本 剰 余 金 3,207 3,207 3,207

無形固定資産 15 14 14 3,207 3,207 3,207

Ⅲ  利 益 剰 余 金 2,949 3,183 2,784

投資その他の資産 2,727 3,309 3,024 328 328 328

投 資 有 価 証 券 906 1,172 838 1,388 1,394 1,388

長 期 貸 付 金 1,684 1,581 1,794 1,233 1,461 1,068

繰 延 税 金 資 産 877 808 896 Ⅳ その他有価証券評価差額金 79 285 83

そ の 他 579 745 747 Ⅴ  自 己 株 式 △ 0 △ 2 △ 0

貸 倒 引 当 金 △ 1,319 △ 997 △ 1,251 10,039 10,477 9,878

19,948 20,370 19,831 19,948 20,370 19,831

　－１７－　

負債・資本合計資産合計

資本合計

資 本 準 備 金

利 益 準 備 金

任 意 積 立 金

中 間 未 処 分 利 益

（資本の部）

負債合計

（資産の部） （負債の部）



②　中間損益計算書

   金額    金額    金額

(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)

Ⅰ  売  上  高 9,536 100.0 10,864 100.0 19,962 100.0

Ⅱ  売 上 原 価 7,972 83.6 9,040 83.2 16,752 83.9

1,564 16.4 1,824 16.8 3,210 16.1

Ⅲ  販売費及び一般管理費 1,145 12.0 1,215 11.2 2,278 11.4

419 4.4 609 5.6 932 4.7

Ⅳ  営 業 外 収 益 185 1.9 225 2.1 366 1.8

Ⅴ  営 業 外 費 用 182 1.9 157 1.5 313 1.6

422 4.4 677 6.2 985 4.9

Ⅵ  特 別 利 益 1,498 15.7 162 1.5 1,532 7.7

Ⅶ  特 別 損 失 67 0.7 －  －  767 3.8

税引前中間(当期)純利益 1,853 19.4 839 7.7 1,750 8.8

法人税、住民税及び事業税 184 403 196

法人税等調整額 592 △ 95 572

法人税等合計 776 8.1 308 2.8 768 3.9

中間(当期)純利益 1,077 11.3 531 4.9 982 4.9

前期繰越利益 156 930 156

中間配当額 －  －  70

中間(当期)未処分利益 1,233 1,461 1,068

　－１８－　

売 上 総 利 益

営 業 利 益

経 常 利 益

科 目

前中間会計期間

百分比

当中間会計期間

百分比

自 平成14年4月 1日 自 平成15年4月 1日
至 平成14年9月30日 至 平成15年9月30日

百分比

前事業年度要約損益計算書

自 平成14年4月 1日
至 平成15年3月31日



（中間財務諸表作成の基本となる重要な事項）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自 平成14年 4月 1日 自 平成15年 4月 1日 自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 9月30日 至 平成15年 9月30日 至 平成15年 3月31日

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産 (1) たな卸資産 (1) たな卸資産
　　　移動平均法による原価法によっており 　　　同左 　　　同左
　　　ます。
(2) 有価証券 (2) 有価証券 (2) 有価証券
　①子会社株式及び関連会社株式 　①子会社株式及び関連会社株式 　①子会社株式及び関連会社株式
　　　移動平均法による原価法によっており 　　　同左 　　　同左
　　　ます。
　②その他有価証券 　②その他有価証券 　②その他有価証券
　　時価のあるもの 　　　同左 　　時価のあるもの
　　中間決算日の市場価格等に基づく時価 　　決算日の市場価格等に基づく時価法（
　　法（評価差額は全部資本直入法により 　　評価差額は全部資本直入法により処理
　　処理し、売却原価は移動平均法により 　　し、売却原価は移動平均法により算定）
　　算定）によっております。 　　によっております。
　　時価のないもの 　　時価のないもの
　　移動平均法による原価法によっており 　　移動平均法による原価法によっており
　　ます。 　　ます。
２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法 ２　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
　　　定率法を採用しております。 　　　同左 　　　同左
　　　ただし、平成１０年４月１日以降に
　　　取得した建物（附属設備を除く）に
　　　ついては定額法によっております。
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
　　　であります。
　　　　建物　　　　　　　３年～５０年
　　　　機械装置　　　　　２年～１０年
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
　　　定額法によっております。 　　　同左 　　　同左
(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用
　　　均等償却しております。 　　　同左 　　　同左
３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準 ３　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
　　債権の貸倒による損失に備えるため、一 　　　同左 　　　同左
　　般債権については貸倒実績率により、貸
　　倒懸念債権等特定の債権については個別
　　に回収可能性を検討し、回収不能見込額
　　を計上しております。
(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
　　従業員賞与の支給に備えるため、支給見 　　　同左 　　　同左
　　込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
　　従業員の退職給付に備えるため、当事業 　　従業員の退職給付に備えるため、当事業 　　従業員の退職給付に備えるため、当事業
　　年度末における退職給付債務及び年金資 　　年度末における退職給付債務及び年金資 　　年度末における退職給付債務及び年金資
　　産の見込額に基づき、当中間会計期間末 　　産の見込額に基づき、当中間会計期間末 　　産の見込額に基づき、当事業年度末にお
　　において発生していると認められる額を 　　において発生していると認められる額を 　　いて発生していると認められる額を計上
　　計上しております。 　　計上しております。 　　しております。
　　数理計算上の差異は、その発生時の従業 　　数理計算上の差異は、その発生時の従業 　　数理計算上の差異は、その発生時の従業
　　員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 　　員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 　　員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
　　（１０年）による定額法により按分した 　　（１０年）による定額法により按分した 　　（１０年）による定額法により按分した
　　額を、それぞれ発生の翌事業年度から費 　　額を、それぞれ発生の翌事業年度から費 　　額を、それぞれ発生の翌事業年度から費
　　用処理することとしております。 　　用処理することとしております。 　　用処理することとしております。

　　過去勤務債務については、その発生時の 　　過去勤務債務については、その発生時の
　　従業員の平均残存勤務期間以内の一定の 　　従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
　　年数（１０年）による定額法により按分 　　年数（１０年）による定額法により按分
　　した額を費用処理しております。 　　した額を費用処理しております。

　－１９－　



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自 平成14年 4月 1日 自 平成15年 4月 1日 自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 9月30日 至 平成15年 9月30日 至 平成15年 3月31日

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金

（追加情報） （追加情報）

　当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、 　当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い､

厚生年金基金の代行部分について、平成１４ 厚生年金基金の代行部分について、平成１４

年８月１日に厚生労働大臣から将来分支給義 年８月１日に厚生労働大臣から将来分支給義

務免除の認可を受けております。 務免除の認可を受けております。

　当社は、「退職給付会計に関する実務指針 　当社は、「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協会　会計 （中間報告）」（日本公認会計士協会　会計

制度委員会報告第１３号）第４７－２項に定 制度委員会報告第１３号）第４７－２項に定

める経過措置を適用し、当該認可の日におい める経過措置を適用し、当該認可の日におい

て代行部分に係る退職給付債務と返還相当額 て代行部分に係る退職給付債務と返還相当額

の年金資産を消滅したものとみなして処理し の年金資産を消滅したものとみなして処理し

ております。 ております。

　当中間会計期間末における返還相当額は、 　本処理に伴う影響額は特別利益として１，

４，７８５百万円であります。 ４９８百万円を計上しております。当期末の

返還相当額は４，７１９百万円であります。

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、 　　　同左 　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

　　役員退職慰労金規定に基づく中間末要 　　役員退職慰労金規定に基づく期末要支

　　支給額を計上しております。 　　給額を計上しております。

４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法 ４　リース取引の処理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転すると 　　　同左 　　　同左

　　認められるもの以外のファイナンス・リ

　　ース取引については、通常の賃貸借取引

　　に係る方法に準じた会計処理によってお

　　ります。

５　その他中間財務諸表作成のための基本と ５　その他中間財務諸表作成のための基本と ５　その他財務諸表作成のための基本となる

　　　なる重要な事項 　　　なる重要な事項 　　　重要な事項

(1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 　　　同左 　　　同左

　　方式によっております。

(2) 税効果会計に関する事項 (2) 税効果会計に関する事項 ―

　　中間会計期間に係る計上税額及び法人税 　　　同左

　　等調整額は、決算期において予定してい

　　る利益処分方式による特別償却準備金の

　　積立及び取崩を前提として、当中間会計

　　期間に係る金額を計算しております。 (3) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関す

      る会計基準

(3) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関す ― 　  当事業年度から「企業会計基準第１号　

      る会計基準     自己株式及び法定準備金の取崩等に関す

　　当中間会計期間から「自己株式及び法定     る会計基準」（平成１４年２月２１日　

　　準備金の取崩等に関する会計基準」（企     企業会計基準委員会）を適用しておりま

　　業会計基準第１号）を適用しております｡     す。これによる当事業年度の損益に与え

　　これによる当中間会計期間の損益に与え     る影響額はありません。なお、財務諸表

　　る影響額はありません。なお、中間財務 　　等規則の改正により、当事業年度におけ

　　諸表等規則の改正により、当中間会計期 　　る貸借対照表の「資本の部」については､

　　間における中間貸借対照表の「資本の部｣     改正後の財務諸表等規則により作成して

　　については、改正後の中間財務諸表等規     おります。

　　則により作成しております。 (4)１株当たり当期純利益に関する会計基準等

　　当事業年度から「１株当たり当期純利益

　　に関する会計基準」（企業会計基準委員

― ― 　　会　平成１４年９月２５日　企業会計基

　　準第２号）及び「１株当たり当期純利益

　　に関する会計基準の適用指針」（企業会

　　計基準委員会　平成１４年９月２５日　

　　企業会計基準適用指針第４号）を適用し

　　ております。これによる影響は軽微であ

　　ります。
　－２０－　



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末
平成14年 9月30日 平成15年 9月30日 平成15年 3月31日

１　有形固定資産減価償却累計額 １　有形固定資産減価償却累計額 １　有形固定資産減価償却累計額
　　　　　　　　　　　１４，７０９百万円 　　　　　　　　　　　１５，２９３百万円 　　　　　　　　　　　１５，０２７百万円

２　偶発債務 ２　偶発債務 ２　偶発債務
　　保証債務（銀行借入金等に対する） 　　保証債務（銀行借入金等に対する） 　　保証債務（銀行借入金等に対する）
　　　杭州藤倉橡膠有限公司　　５０百万円 　　　杭州藤倉橡膠有限公司　　５０百万円 　　　杭州藤倉橡膠有限公司　　５０百万円
　　　　　　合計　　　　　　　５０百万円 　　　　　　合計　　　　　　　５０百万円 　　　　　　合計　　　　　　　５０百万円

３　消費税等の取扱い ３　消費税等の取扱い －　
　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう 　　　同左
　え、流動負債のその他に含めて表示してお
　ります。

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
自 平成14年 4月 1日 自 平成15年 4月 1日 自 平成14年 4月 1日
至 平成14年 9月30日 至 平成15年 9月30日 至 平成15年 3月31日

１　営業外収益の主要項目 １　営業外収益の主要項目 １　営業外収益の主要項目
　　　受取利息　　　　　　　　　９百万円 　　　受取利息　　　　　　　　１４百万円 　　　受取利息　　　　　　　　２０百万円
　　　受取配当金　　　　　　　３９百万円 　　　受取配当金　　　　　　　７１百万円 　　　受取配当金　　　　　　　４３百万円

２　営業外費用の主要項目 ２　営業外費用の主要項目 ２　営業外費用の主要項目
　　　支払利息　　　　　　　　１０百万円 　　　支払利息　　　　　　　　　９百万円 　　　支払利息　　　　　　　　２１百万円

３　特別利益の主要項目 ３　特別利益の主要項目 ３　特別利益の主要項目
　　　厚生年金基金 　　　貸倒引当金戻入益　　  １６２百万円 　　　厚生年金基金
　　　　代行部分返上益　１，４９８百万円 　　　　代行部分返上益　１，４９８百万円

４　特別損失の主要項目 ４　特別損失の主要項目 ４　特別損失の主要項目
　　　貸倒引当金繰入額　　　　　６百万円 － 　　　投資有価証券評価損　　　８２百万円
　　　固定資産処分損　　　　　６１百万円 　　　固定資産処分損　　　　　７７百万円

　　　固定資産売却損　　　　６０８百万円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額
　　　有形固定資産　　　　　３５２百万円 　　　有形固定資産　　　　　３２３百万円 　　　有形固定資産　　　　　７４８百万円
　　　無形固定資産　　　　　　　０百万円 　　　無形固定資産　　　　　　　０百万円 　　　無形固定資産　　　　　　　０百万円

　－２１－　



（リース取引関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自 平成14年 4月 1日 自 平成15年 4月 1日 自 平成14年 4月 1日

至 平成14年 9月30日 至 平成15年 9月30日 至 平成15年 3月31日

リース物件の所有権が借主に移転すると認め リース物件の所有権が借主に移転すると認め リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 られるもの以外のファイナンス・リース取引 られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

　　累計額相当額及び中間期末残高相当額 　　累計額相当額及び中間期末残高相当額 　　累計額相当額及び期末残高相当額

　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） 　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） 　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
　　　　　　　 　 取得価額 減価償却累計額 中間期末残高 　　　　　　　 　 取得価額 減価償却累計額 中間期末残高 　　　　　　　 　 取得価額 　減価償却累計額 　期末残高
　　　　　　　　　　相当額　　　　 相当額　　　相当額 　　　　　　　　　　相当額　　　　 相当額　　　相当額 　　　　　　　　　　相当額　　　　 相当額　　　相当額

機械 機械 機械
及び装置　　　　　９３　　　　３２　　　　６１ 及び装置　　　　　９３　　　　４２　　　　５１ 及び装置　　　　　９３　　　　３７　　　　５６
工具器具 工具器具 工具器具
及び備品　　　　２７９　　　１８４　　　  ９５ 及び備品　　　　２３０　　　１２７　　　１０３ 及び備品　　　　２８７　　　１８４　　　１０３

　　合計　　　　３７２　　　２１６　　　１５６ 　　合計　　　　３２３　　　１６９　　　１５４ 　　合計　　　　３８０　　　２２１　　　１５９

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料 　なお、取得価額相当額は、未経過リース料

　中間期末残高相当額が有形固定資産の中間 　　　同左 　期末残高相当額が有形固定資産の期末残高

　期末残高等に占めるその割合が低いため、 　等に占めるその割合が低いため、支払利子

　支払利子込み法により算定しております。 　込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

　　　１年以内　　　　　　　　６０百万円 　　　１年以内　　　　　　　　５９百万円 　　　１年以内　　　　　　　　６０百万円

　　　１年超　　　　　　　　　９６百万円 　　　１年超　　　　　　　　　９５百万円 　　　１年超　　　　　　　　　９９百万円

　　　　合計　　　　　　　　１５６百万円 　　　　合計　　　　　　　　１５４百万円 　　　　合計　　　　　　　　１５９百万円

　なお、未経過リース料中間期末残高相当額 　なお、未経過リース料期末残高相当額は、

　は、未経過リース料中間期末残高相当額が 　　　同左 　未経過リース料期末残高相当額が有形固定

　有形固定資産の中間期末残高等に占めるそ 　資産の期末残高等に占めるその割合が低い

　の割合が低いため、支払利子込み法により 　ため、支払利子込み法により算定しており

　算定しております。 　ます。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

　　　支払リース料　　　　　　３７百万円 　　　支払リース料　　　　　　３３百万円 　　　支払リース料　　　 　　７２百万円

　　（減価償却費相当額）　　（３７百万円）　　（減価償却費相当額）　　（３３百万円）　　（減価償却費相当額） 　（７２百万円）

　減価償却費相当額の算定方法は、リース期 　減価償却費相当額の算定方法は、リース期

　間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 　　　同左 　間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

　額法によっております。 　額法によっております。

（有価証券関係）

－前中間会計期間末（平成14年9月30日現在）－

　　子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。

－当中間会計期間末（平成15年9月30日現在）－

　　子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。

－前事業年度末（平成15年3月31日現在）－

　　子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。

　－２２－　


